
 
  

 
 
 
 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により減少している県内でのスポーツ合宿を促進し、スポーツ合宿を契機 

とした交流人口の拡大等を図るため、今年度合宿に係る宿泊費に対する補助制度が設立され、申請受付が開

始となりました。 

 

【申請受付期間】令和 4 年 5 月 16 日㊊～令和 5 年 2 月 7 日㊋ 
                ※期間内であっても、予算が無くなり次第終了 

 

                                           ★詳細は、事業公式ホームページにてご確認ください★    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請方法や、制度の詳細についてお問合せ先】 

新潟県スポーツ合宿促進事業事務局 

〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通り 1-3-8 明治安田生命ビル 1 階 

（TEL）025-250-0276 （FAX）025-248-6167 （メール）niigata_sports@nta.co.jp 

 

 

【予約期間・対象期間】令和 4年 6月 30 日㊍ まで 

≪利用対象地域≫ 

新潟県・山形県・福島県・群馬県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県 

※詳細は、キャンペーン公式サイトにてご確認ください。  

 

 

【開催期間】7 月 29 日㊎～31 日㊐ 

感染防止対策ガイドラインを遵守し、概ね新型コロナ禍前の規模で開催予定。 

開催概要など詳細は公式ホームページをご確認ください。 

 

補助対象者 県内外のスポーツ団体（プロスポーツ団体含む） 

補助対象経費 
合宿に係る宿泊に要する経費 

（市町村の補助金や県民割等の宿泊割引等を利用する場合でも補助対象） 

補助金額 
宿泊人数×宿泊日数×1,000 円（1人 1泊当たり 1,000 円） 

（上限 50 万円、1 年度当たり 1 団体 1 回限り） 

補助対象となる 

合宿の実施期間 

令和 4年 5月 17 日～令和 5 年 2 月 12日まで 

（合宿の開始日及び終了日が上記期間に含まれること） 

主な補助要件 

・県内のスポーツ施設を利用 

・参加者 10人以上、県内宿泊施設に 4連泊以上で延べ宿泊日数が 40泊以上 

・県内で観光交流活動を実施 
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